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平成２７年１１月２８日

０６時３０分

酒田河川国道事務所

【防災情報】酒田河川国道事務所
道路災害対策支部【注意体制解除】（第２報・終報）

酒田河川国道事務所では、低気圧の影響により平成

２７年１１月２７日（金）１７時００分に災害対策

支部を設置し、国道７号鶴岡市大岩川地内における

越波の影響を監視しておりましたが、今後、越波が

予想されないこと、また、道路巡視の結果安全が確

認されたことから、平成２７年１１月２８日０６時

３０分に道路災害対策支部「注意体制」を解除しま

した。

今後も気象情報、道路情報にご注意ください。

１．酒田河川国道事務所の体制

平成２７年１１月２７日 １７時００分 注意体制

平成２７年１１月２８日 ０６時３０分 体制解除

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所

〒998-0011 酒田市上安町1-2-1

ＴＥＬ ０２３４－２７－３３３１（代表）

道路管理課長 窪 敏秀


